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№ 工種区分 質問内容 回答

1 共通

「週休２日取得モデル工事」において、設計変更の対象とな
る費用は何があるのでしょうか。

設計変更は土木工事と営繕工事で対象となる費用が異なります。
【土木工事】
工事現場の閉所状況に応じて、労務費・機械経費（賃料）・共通仮設費・
現場管理費・市場単価が補正の対象になります。
【営繕工事】
工事現場の閉所状況に応じて、労務費・市場単価及び物価資料の掲載価格
（材工単価）が補正の対象となります。

2 共通
年末、年始及びお盆休暇や５月の大型連休の前後に、集中し
て現場閉所を実施した場合は、現場閉所日数として扱われま
すか。

対象期間には、年末年始６日間と夏季休暇３日間、工場製作のみを実施し
ている期間、工事全体を一時中止している期間等は含みません。

3 土木工事

土木工事において、材工共単価は補正の対象になるのでしょ
うか。

市場単価については、「令和3年度 国土交通省土木工事・業務の積算基準
等の改定」の“週休２日制工事における市場単価積算の補正係数の設定”
の表中の補正率を準用します。なお、通知等が改定された場合は、最新の
ものに従うものとします。
https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo08_hh_000770.html

物価資料の掲載価格（材工単価）については、機械・労務・材料の価格変
動に影響するものであり、物価資料が週休２日補正した単価を公表してい
ることから補正の対象となります。なお、標準単価の週休２日補正単価
は、「建設物価（土木コスト情報）」及び「積算資料（土木施工単価）」
の web 版に掲載されています。

4 土木工事

公共工事設計労務単価（51種）以外の労務単価も補正対象と
なるでしょうか。
（例.工事で測量や設計を行った場合の業務委託料など）

補正対象は公共工事設計労務単価（５１種）および電気通信技術者、電気
通信技術員、機械設備据付工であり、それ以外の労務単価は補正対象とな
りません。 測量業者等は上記対象職種外のため、補正対象となりませ
ん。

5 土木工事

道路占用工事における舗装の自然転圧期間のように、工程に
よっては作業の空きが出てしまう場合は現場閉所のカウント
の対象となるのでしょうか。

現場閉所の判断は、全体工期に対して最終的な現場閉所（現場休息）実施
日数割合で判断されるため、工程の空き期間に契約されている他工種の工
事も含めて現場閉所されていれば現場閉所日数としてカウントされます。

6 営繕工事

営繕工事において、材工共単価は補正の対象になるのでしょ
うか。

複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）は補正の対象と
なります。「令和2年6月23日付け国営積第4号、大臣官房官庁営繕部計画
課営繕積算企画調整室長通知」の表中の補正率を準用します。なお、通知
等が改定された場合は、最新のものに従うものとします。
https://www.mlit.go.jp/common/001341310.pdf

7 営繕工事
営繕工事において、Ｑ6回答の国通知の表中に記載のない工種
の材工共単価は補正の対象にならないのでしょうか。

表中に記載のない工種は補正の対象外としています。

8 営繕工事
見積単価は補正係数による補正の対象となるのでしょうか。 週休２日促進工事において、見積単価は補正係数を用いた補正の対象外と

しています。
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